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■環境影響評価に係る報告書の縦覧

　いわて県北クリーン株式会社は、第2クリーンセン

ター（仮称）産業廃棄物焼却施設整備事業について「環

境影響評価　事後調査報告書」を作成したので、岩手

県環境影響評価条例（平成10年岩手県条例第42号）

第34条の規定に基づき下記により縦覧します。

【事業者】
１．■名称　いわて県北クリーン株式会社
　　■代表者の氏名　代表取締役社長　池田克彦

　　■主たる事務所の所在地　岩手県九戸郡九戸村
　　　大字江刺家第20地割48番地34

２．■名称　岩手県
　　■代表者の氏名　岩手県知事　達増拓也
　　■主たる事務所の所在地　岩手県盛岡市内丸10
　　　番1号

【報告書作成引継ぎ者】
■名称　いわて県北クリーン株式会社
■代表者の氏名　代表取締役社長　池田克彦
■主たる事務所の所在地　岩手県九戸郡九戸村大字
　江刺家第20地割48番地34

【対象事業】
■名称　第2クリーンセンター（仮称）産業廃棄物
　焼却施設整備事業

■種類　産業廃棄物焼却施設の設置
■規模　処理能力 93 ﾄﾝ /日（焼却施設 80 ﾄﾝ /日×

　1炉、　溶融施設 13 ﾄﾝ /日×1炉）

【評価書に記載した条例第 14 条第 1項第 7号イ及
びウに掲げる措置の項目】

１．トウホクサンショウウオ（卵嚢の移植による個
　体の保全）

　評価書で示した環境保全措置に従いトウホクサン

　ショウウオの卵嚢の移植を行い、その後の事後調

　査（モニタリング）の結果、周辺地域でのトウホ

　クサンショウウオの継続的な生息を確認した。

２．サクラソウ（移植による個体の保全）
　評価書で示した環境保全措置に従い改変区域内のサ

　クラソウの移植を行い、その後の事後調査（モニタ

　リング）の結果、移植先でのサクラソウの継続的な

　生育を確認した。

【対象事業が実施されるべき区域】
　岩手県九戸郡九戸村大字江刺家地内

【関係地域の範囲】
　軽米町及び九戸村  

【縦覧期間】
■期間　1月15日（金）から2月15日（月）まで（土・
　日・祝日は除く）

■時間　午前9時から正午まで及び午後1時から午
　後5時まで

【報告書の縦覧場所】
　岩手県環境生活部環境保全課、二戸地方振興局保

　健福祉環境部、軽米町町民生活課、九戸村総務企

　画課及びいわて県北クリーン株式会社（いわて第

　2クリーンセンター）

平成22年1月13日　いわて県北クリーン株式会社
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所得税の確定申告は e-Tax で！
～パソコンで確定申告書作成～
役場住民生活課賦課徴収班　☎42-2111内線231・233

　国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」

で、24時間いつでも所得税・消費税の確定申告書や収

支内訳書・青色申告決算書などが作成できます。また、「確

定申告書等作成コーナー」で作成したデータを利用して、

電子申告（e-Tax）を行うこともできます。

　e-Taxの利用に際しては、電子証明書の取得（手数料

が必要です）、ICカードリーダライタの購入など事前準

備が必要です。

　九戸村では、申告受付期間のうち、２月26日（金）
～３月15日（月）の間、役場隣「山村開発センター」
１階の申告会場に電子申告が可能な「e-Tax用パソ

コン」を設置しますので、ご利用される方は、事前

に電子証明書付住民基本台帳カードの取得をお願い

します。

　なお、パソコン経験のある方は自分で作成できる

と思いますが、指導を受けたい方は１週間くらい前

に電話で来庁する日時をお知らせいただければ、二

戸税務署員等の指導を受けられます。

【e-Tax 利用のメリット】

①　最高5,000円の税額控除

②　添付書類の提出省略

③　還付金がスピーディー

　もっと詳しい情報は、国税庁ホームページ（http://
www.nta.go.jp/）へ。

地デジ簡易チューナー無償給付
申込受付期間の延長について

役場住民生活課地域福祉班　　☎ 42-2111 内線 202

　いままでのテレビ放送（地上アナログ放送）が平成

23年７月24日で終了することに伴い、総務省では、経

済的な理由などで地上デジタル放送が見られない世帯に

対して、簡易なチューナーを無償給付するなどの支援を

行っています。

　平成21年度分の支援の申込受付を、平成22年２月
26日（金）（消印有効）まで継続しますので、給付の対
象となる世帯では早めに申込みください。

※　支援が平成22年度となる場合もあります。

■給付の対象となるのは、以下のいずれかに該当し、
NHK放送受信料が全額免除となっている世帯です。
①生活保護などの公的扶助を受けている世帯

②障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非

課税の世帯

③社会福祉事業施設に入所し、自らテレビを持ち込んで

いる世帯

■支援の内容
　簡易なチューナーを無償で給付します（テレビは給付

しません）。簡易なチューナーは、基本的にお住まいま

で訪問して設置し、操作説明を行います。アンテナ工事

などが必要な場合は、その支援を行います。

※支援は現物給付です。自身で購入したチューナー・ア

ンテナなどの費用の清算はできません。

■申込手続きについて
　すでに放送受信料が免除されている世帯には、NHK

から受信料全額免除証明書とともに申込書が送付されて

いますので、申込書を作成し、同封の封筒（総務省　地

デジチューナー支援実施センターあて）に全額免除証明

書と申込書を入れて送付します。

　申込書到着後、支援実施センターから電話などでテレ

ビの視聴環境を確認させていただきます。その後工事日

程などの相談をさせていただきます。

　なお、支援の申込みには、NHKと受信契約を結び、

全額免除の適用を受けることが必要です。まだの方は、

なるべく早めに契約手続きなどをお願いします。全額

免除の手続きは役場住民生活課（☎42-2111内線202）

でできます。

■問合せ　総務省地デジチューナー支援実施セン
ターナビダイヤル（☎ 0570-033840）または（☎

044-969-5425）FAX044-966-8719

！悪質商法にご注意ください！
テレビ調査員や工事業者を名乗って不正な請求をした
り、電話などにより金銭の振り込みを要求する「振り
込め詐欺」が発生しています。チューナーなどを設置
したことにより、費用を請求することはありません。


